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事務事業評価シート

款

項

目

１．事務事業の位置付け ２．事務事業の概要
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５．今後の方向性（担当室による内部評価）

３．総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画
・組合事務の処理及び廃棄物処理施設を管理する。
・管内の燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみを収集す
る。
・管内のごみをクリーンセンターで焼却処理と分別リサイク
ル処理をする。
・ごみ最終処分場を管理運営する。
・管内のし尿及び浄化槽汚泥を処理する。

H.29年度（事業量・取組実績） H.30年度（事業量・取組計画）

主な事業の
実績・計画

・組合事務、廃棄物処理施設
の管理業務　　  13,000千円
・ごみ（可燃・不燃・資源）収集
業務（直営4台、委託15台）
　　　　　　　　396,619千円
・最終処分場の施設管理業務
　　　　　　　　 66,632千円
・し尿処理場の運営管理業務
　　　　　　　 218,141千円
・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの運営管理業務
　　　　　　　 713,264千円
・ストックヤード施設管理業務
　　　　　　　　　5,237千円

・組合事務、廃棄物処理施設
の管理業務　　  13,220千円
・ごみ（可燃・不燃・資源）収集
業務（直営4台、委託15台）
394,429千円
・最終処分場の施設管理業務
24,479千円
・し尿処理場の運営管理業務
　　　　　　　　　　220,532千円
・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの運営管理業務
　　　　　　　　　　712,446千円
・ストックヤード施設管理業務
　　　　　　　　　　　4,678千円

H.31年度(事業計画) H.32年度(事業計画) H.33年度(事業計画)

・組合事務、廃棄物
処理施設の管理業
務
・ごみ（可燃・不燃・資
源）収集業務
・最終処分場の施設
管理業務
・し尿処理場の運営
管理業務
・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの運営
管理業務
・ストックヤード施設
管理業務

・組合事務、廃棄物処
理施設の管理業務
・ごみ（可燃・不燃・資
源）収集業務
・最終処分場の施設管
理業務
・し尿処理場の運営管
理業務
・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの運営管
理業務
・ストックヤード施設管
理業務

・組合事務、廃棄物処
理施設の管理業務
・ごみ（可燃・不燃・資
源）収集業務
・最終処分場の施設管
理業務
・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの運営管
理業務
・ストックヤード施設管
理業務

事業内容

(H.30)No. 7011 (H.29)No. 7011

事務事業名 伊賀南部環境衛生組合一般会計
会計区分 事業コード 007011

伊賀南部環境衛生組合一般会計 （中事業名）※予算書事業名

担当部局名 担当室名 室長名 （小事業名）

環境負荷の少ない社会の創造
  資源循環型社会の構築を目指して、環境に配慮した安全
かつ適正な廃棄物の処理を推進します。

施 策 循環型社会

重点プロジェクト

伊賀南部衛生組合事務局 総務室 中野　雅夫 伊賀南部環境衛生組合一般会計

総
合
計
画

政 策 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち 事業目的（めざす効果）

基本施策

H.31年度(計画予
算)

H.32年度(計画予算)
H.33年度(計画予

算)H.28繰越分 H.29現年分

①直接事業費 1,412,893千円 1,569,784千円 1,569,784千円 1,569,784千円

H.29年度（決算見込） H.30年度(作成時予算額)

H.29繰越分 H.30現年分

1,369,784千円

人
工
数

職員 31.00人

国･県支出金

252,505

内
訳

(

千
円

)

その他（　　　）

282,000千円 276,000千円 258,000千円

①+②総事業費 0千円 1,755,553千円 1,851,784千円 1,845,784千円 1,827,784千円

0千円 331,436千円

0千円 1,701,220千円

②概算人件費 0千円 342,660千円

25.00人 24.00人 21.00人

臨時職員等 16.00人 19.00人 20.00人 23.00人

29.00人

16.00人

地方債

262,970 262,970 262,970

一般財源 0 1,160,388 1,306,814 1,306,814 1,306,814

262,970

0 1,106,814

 【選択肢】　 継続（改善）、継続（現行）、継続（拡大）、継続（縮小）、統合（予定含む）、休止（予定含む）、廃止（予定
含む）、事業完了（予定含む）

継続（現行）

今後の対応方針（課題解決への取組内容、具体的な見直し内容、継続の理由等） ６．事務事業の取組に関係する市の計画

・廃棄物の処理については、住民の日常生活に密着した事業であることから、市民の理解、協力
を得ながらごみの排出削減のための分別・リサイクルを促進しつつ、各施設の安全かつ適正な
運転管理及び施設の維持に努めます。

・第5次ごみゼロ社会を目指すアクションプログ
ラム
・名張市総合計画　新理想郷プラン

４．担当室による事務事業の点検

・市民や委託業者と協働して安全かつ適正に廃棄物の収集を行うとともに、周辺環境に配慮しながら各施設を概ね適正に運転管理することができま
した。
・浄化センターの操業延長について、地元との協議の結果、平成33年3月までの操業が可能ですが、以降の運用について構成市等との協議が必要
です。

考察（H.29年度の取組評価、課題、施策への貢献、市民との協働など）


